
議案第８７号 

 

   個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人 

   等を定める条例の一部を改正する条例について 

 個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定め

る条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和元年５月２８日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

   個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人 

   等を定める条例の一部を改正する条例 

個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定め

る条例(平成２４年相模原市条例第６１号)の一部を次のように改正する。 

別表特定非営利活動法人さがみはら市民会議の項から特定非営利活動法人ワーカ

ーズ・コレクティブわっかの項までの規定中「平成３４年１２月３１日」を「令和

４年１２月３１日」に改め、同表特定非営利活動法人シニアネット相模原の項及び

特定非営利活動法人湘北福祉会やまのべの項中「平成３５年６月３０日」を「令和

５年６月３０日」に改め、同表特定非営利活動法人相模原こもれびの項及び特定非

営利活動法人竹の子作業所の項中「平成３５年１２月３１日」を「令和５年１２月

３１日」に改め、同表特定非営利活動法人ふじの里山くらぶの項中「平成２６年１

月１日から平成３１年６月３０日まで」を「令和元年７月１日から令和６年６月３０

日まで」に改め、同表特定非営利活動法人Ｓｐｉｔｚｅｎ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃ

ｅの項及び特定非営利活動法人福祉協会しろやまの項中「平成３２年１２月３１

日」を「令和２年１２月３１日」に改め、同表特定非営利活動法人神奈川県メンタ

ルヘルスサポート協会の項中「平成３３年１２月３１日」を「令和３年１２月３１

日」に改め、同表特定非営利活動法人Ｌｉｎｋ・マネジメントの項中「平成３４年

１２月３１日」を「令和４年１２月３１日」に改め、特定非営利活動法人子ども・

宇宙・未来の会の項中「平成３５年１２月３１日」を「令和５年１２月３１日」に

改める。 



   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和元年７月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ この条例の施行の日前に特定非営利活動法人ふじの里山くらぶに対して支出さ

れた寄附金について相模原市市税条例(平成１６年相模原市条例第７号)第１３条

の２第２項の規定を適用する場合にあっては、改正前の別表特定非営利活動法人

ふじの里山くらぶの項の規定は、なおその効力を有する。 

 

提案の理由 

個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定

を更新するため、当該特定非営利活動法人が寄附金を受け入れる期間に係る規定

の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものである。 



議案第８７号関係資料(その１) 

 

   個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人 

   等を定める条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

  個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(以下

「指定特定非営利活動法人」という。)が寄附金を受け入れる期間に係る規定の

改正(別表関係) 

  指定特定非営利活動法人である特定非営利活動法人ふじの里山くらぶの指定を

更新し、当該指定特定非営利活動法人が個人の市民税の控除対象となる寄附金を

受け入れる期間を令和元年７月１日から令和６年６月３０日までとするもの 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和元年７月１日 

（２）経過措置 

この条例の施行の日前に特定非営利活動法人ふじの里山くらぶに対して支出

された寄附金について相模原市市税条例(平成１６年相模原市条例第７号)第１３

条の２第２項の規定を適用する場合にあっては、改正前の当該特定非営利活動

法人に係る規定は、なおその効力を有することとするもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第８７号関係資料(その２)  

 

   特定非営利活動法人ふじの里山くらぶの概要 

 

代 表 者 星 和美 

主 た る 事 務 所 の 

所 在 地 

相模原市緑区小渕１６８９番地１ 

 

設 立 年 月 日 平成２２年１２月１日 

役 員 数 等 
役員１５名 

正会員２８名 

目 的 

広く一般市民に、昔ながらの里山の風景と文化を残して

いる藤野地域に来ていただき、地域の人々と共に体験を

行う事業を通して人と人との新しい交流を築くととも

に、藤野地域の多様な資源などの有効活用を行い、「豊か

な自然・芸術環境・産業振興」の調和を図ることで、地

域の活性化に寄与することを目的とする。 

特定非営利活動の

種 類 

（１）まちづくりの推進を図る活動 

（２）学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

（３）環境の保全を図る活動 

（４）子どもの健全育成を図る活動 

（５）経済活動の活性化を図る活動 

（６）上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連

絡、助言又は援助の活動 

事 業 概 要 

特定非営利活動に係る事業 

（１）里山の普及啓発事業 

（２）各種体験教室やイベントの開催及び支援 

（３）各種グループ又は団体とのネットワークづくり 

（４）人材の育成、普及及び活用に係る事業 

（５）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 



議案第８７号関係資料(その３) 

 

特定非営利活動法人の指定の更新の申出等に係る経過について 

 

１ 指定の更新の申出の受付 

特定非営利活動法人の指定の更新の申出について、平成３０年１２月１７日か

ら平成３１年１月３１日まで受付を行った(申出数 １法人)。 

２ 申出法人の審査 

申出のあった特定非営利活動法人の指定の更新について、平成３１年４月１５

日に相模原市特定非営利活動法人指定審査会(以下「審査会」という。)に対して

諮問をし、同日に開催された会議において審査が行われた。 

（１）審査会の委員の構成 

会長(大学教授)及び委員(金融機関代表者１名、税理士１名、中小企業診断

士１名、弁護士１名) 計５名 

（２）結果 

申出のあった特定非営利活動法人は、個人の市民税の控除対象となる寄附金

を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例

(平成２４年相模原市条例第３１号)第９条第２項において準用する同条例第４

条第１項に規定する基準に適合すると認めるのが相当であると判断され、平成

３１年４月１５日にその旨の答申がされた。 

 



議案第８８号 

 

相模原市立市民福祉会館条例の一部を改正する条例について 

相模原市立市民福祉会館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和元年５月２８日提出 

  

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市立市民福祉会館条例の一部を改正する条例 

相模原市立市民福祉会館条例(昭和５５年相模原市条例第２８号)の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条中「定める」の次に「ものとする」を加える。 

第２条第２項の表相模原市立あじさい会館城山分室の項を削る。 

第３条中第３項を削り、第４項を第３項とし、第５項を第４項とし、同条第６項

中「第４項第１号ア」を「第３項第１号ア」に、「第４項第２号」を「第３項第２

号」に改め、同項を同条第５項とする。 

第６条及び第７条第１項中「第４項」を「第３項」に改める。 

第８条中「同条第４項第１号ア」を「同条第３項第１号ア」に、「、同条第１項

第５号並びに同条第３項」を「並びに同条第１項第５号」に改める。 

第９条第１項中「(第３条第３項の施設を除く。)」を削る。 

別表第１中 

「 

城山分室 午前９時から午後１０時まで 

緑分室 高齢者交流室、談話室及び情報

交換ルーム 

午前９時から午後５時ま

で。ただし、一般の利用に

供する場合にあつては、午

後６時から午後１０時まで 

ボランティア活動室 午前９時から午後１０時ま

で 

                                    」 



を 

「 

緑分室 高齢者交流室、談話室及び情報

交換ルーム 

午前９時から午後５時ま

で。ただし、一般の利用に

供する場合にあつては、午

後６時から午後１０時まで 

ボランティア活動室 午前９時から午後１０時ま

で 

                                    」 

に改める。 

附 則 

 この条例は、令和２年１月１日から施行する。 

 

提案の理由 

城山総合事務所周辺の公共施設再編に伴う相模原市立あじさい会館城山分室の

廃止その他所要の改正をいたしたく提案するものである。 



 

 

議案第８９号  

 

相模原市民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例について 

相模原市民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

  

 令和元年５月２８日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例 

 相模原市民生委員の定数を定める条例(平成２７年相模原市条例第１２号)の一部

を次のように改正する。 

 本則中「９３０人」を「９３３人」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和元年１２月１日から施行する。 

 

提案の理由 

民生委員の担当世帯数の増減等に伴い、民生委員の定数を改正いたしたく提案

するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

議案第８９号関係資料 

 

   相模原市民生委員の定数を定める条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

  民生委員の定数について、国の定数基準を参酌し、９３３人とするもの 

（１）区域担当民生委員・児童委員 ８７９人(現在８７６人) 

増減 地区名 

１人増 中央、光が丘、大野中、麻溝 

１人減 大野北 

（２）主任児童委員 ５４人(現在５４人) 

２ 施行期日 

  令和元年１２月１日 

 



議案第９０号  

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例について 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定する。 

 

令和元年５月２８日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成２７年相模原市条例

第４１号)の一部を次のように改正する。 

別表第２第１項の表４の項、５の項及び１１の項中 

「        

 

 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

 
 

を 

 

「   
 

に改

 

 児童扶養手当関係情報であって

規則で定めるもの 

 

 児童扶養手当関係情報であって

規則で定めるもの 

   

  」

  」     

 「    

 

 

め、同表１３の項中 

 

 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報であ

って規則で定めるもの 

  

 

を 



 
 地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

 
 

   」  

「    

 

 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報であ

って規則で定めるもの 

  

に改める。 

 

  」 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案の理由 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表

第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(平成

３１年内閣府・総務省令第１号)による行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定

める命令(平成２６年内閣府・総務省令第７号)の改正に伴い、庁内連携ができる

特定個人情報に係る規定を改正いたしたく提案するものである。 

  



議案第９０号関係資料 

 

   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の改正

の概要 

 

１ 改正の内容 

庁内連携ができる特定個人情報に係る規定の改正(別表第２第１項の表関係) 

庁内連携(市の機関が自ら保有する特定個人情報を個人番号利用事務を処理す

るために必要な限度で利用することをいう。)ができる事務及び特定個人情報の

組合せについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律(平成２５年法律第２７号)及び行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報

を定める命令(平成２６年内閣府・総務省令第７号)に規定されていないものを条

例で規定しており、同令の改正により次に掲げる事務及び市町村民税に関する情

報の組合せが新たに規定されたことから、当該組合せと重複する条例の規定を削

除するもの 

（１）身体障害者福祉法(昭和２４年法律第２８３号)による障害福祉サービス、障

害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務 

（２）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和２５年法律第１２３号)によ

る診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は精神障害者保健福祉手帳の

交付に関する事務 

（３）知的障害者福祉法(昭和３５年法律第３７号)による障害福祉サービス、障害

者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務 

（４）老人福祉法(昭和３８年法律第１３３号)による福祉の措置又は費用の徴収に

関する事務 

２ 施行期日 

 公布の日 

 

 



議案第９１号  

 

相模原市手数料条例の一部を改正する条例について 

相模原市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 令和元年５月２８日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

   相模原市手数料条例の一部を改正する条例 

相模原市手数料条例(平成１２年相模原市条例第７号)の一部を次のように改正す

る。 

別表第２第２７号の表１の項中「、訪問リハビリテーションに」を「及び訪問リ

ハビリテーションに」に改め、「、居宅療養管理指導に係る指定の申請を訪問看護

に係る指定の申請と併せて行う場合における当該居宅療養管理指導に係る指定の申

請及び訪問看護に係る法第４１条第１項本文の指定を受けている者が居宅療養管理

指導に係る指定の申請を行う場合における当該申請」を削り、同表２の項中「、訪

問リハビリテーション」を「及び訪問リハビリテーション」に改め、「及び訪問看

護に係る法第４１条第１項本文の指定を受けている者が居宅療養管理指導に係る指

定の更新の申請を行う場合における当該申請」を削り、同表１５の項中「、介護予

防訪問リハビリテーションに」を「及び介護予防訪問リハビリテーションに」に改

め、「、介護予防居宅療養管理指導に係る指定の申請を介護予防訪問看護に係る指

定の申請と併せて行う場合における当該介護予防居宅療養管理指導に係る指定の申

請及び介護予防訪問看護に係る法第５３条第１項本文の指定を受けている者が介護

予防居宅療養管理指導に係る指定の申請を行う場合における当該申請」を削り、同

表１６の項中「、介護予防訪問リハビリテーション」を「及び介護予防訪問リハビ

リテーション」に改め、「及び介護予防訪問看護に係る法第５３条第１項本文の指

定を受けている者が介護予防居宅療養管理指導に係る指定の更新の申請を行う場合

における当該申請」を削り、同表２２の項中 

「 

 介護老人保 １回 23,000円  



 

 

健施設並び

に短期入所

療養介護及

び介護予防

短期入所療

養介護 (介

護老人保健

施設におい

て行うもの

に限る。 )

の両方又は 

    

 

 

 

 

 を 

 いずれか    

                  」 

「 

介護老人保 １回 23,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 に改める。 

健施設並び

に短期入所

療養介護及

び介護予防

短期入所療

養介護 (介

護老人保健

施設におい

て行うもの

に限る。 )

の両方又は

いずれか 

  

介護医療院 １回 23,000円 

並びに短期

入所療養介

護及び介護

  



予防短期入

所療養介護

(介護医療

院において

行うものに

限る。 )の

両方又はい 

ずれか   

                   」 

  附 則 

 この条例は、令和元年７月１日から施行する。 

 

提案の理由 

介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成３１年厚生労働省令第３５号)

による介護保険法施行規則(平成１１年厚生省令第３６号)の改正に伴う介護医療

院の介護サービス情報の調査に係る手数料の規定の追加その他所要の改正をいた

したく提案するものである。 

 



議案第９１号関係資料 

 

   相模原市手数料条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

介護保険法(平成９年法律第１２３号)に基づく事務に係る手数料の規定の追加 

(別表第２関係) 

介護医療院の介護サービス情報の調査に係る手数料の規定を追加するもの 

手数料を徴収する事務 単位 金額 

介護サービス

情報の調査 

介護医療院並びに短期入所療養介護及び介

護予防短期入所療養介護(介護医療院におい

て行うものに限る。)の両方又はいずれか 

１回 23,000 円 

２ 施行期日 

  令和元年７月１日 



議案第９２号 

 

相模原市保健所及び保健センター条例の一部を改正する条例について 

相模原市保健所及び保健センター条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

 

令和元年５月２８日提出 

  

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市保健所及び保健センター条例の一部を改正する条例 

相模原市保健所及び保健センター条例(平成１１年相模原市条例第３７号)の一部

を次のように改正する。 

第３条の表相模原市城山保健センターの項を削る。 

附 則 

 この条例は、令和２年１月１日から施行する。 

 

提案の理由 

城山総合事務所周辺の公共施設再編に伴い、相模原市城山保健センターを廃止

いたしたく提案するものである。 



議案第９３号 

 

相模原市営藤野駅周辺駐車場条例を廃止する条例について 

相模原市営藤野駅周辺駐車場条例を廃止する条例を次のように制定する。 

 

令和元年５月２８日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市営藤野駅周辺駐車場条例を廃止する条例 

 相模原市営藤野駅周辺駐車場条例(平成１８年相模原市条例第１１１号)は、廃

止する。 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、令和元年１２月２９日から施行する。ただし、次項の規定は、同

年６月２９日から施行する。 

 (定期利用の承認期間の特例) 

２ この条例の施行の日の前日までの間において廃止前の相模原市営藤野駅周辺駐

車場条例第６条第１項の規定による駐車場の定期利用の申請があった場合の同条

例別表第２の規定の適用については、同表備考２中「６月」とあるのは、「承認

の日から令和元年１２月２８日まで」とする。 

 

提案の理由 

  相模原市営藤野駅周辺駐車場の施設の民間事業者への貸付けを行うため、同駐

車場を廃止いたしたく提案するものである。 

 



議案第９３号関係資料 

 

案 内 図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施設の概要 

名 称 藤野駅周辺第１駐

車場 

藤野駅周辺第２駐

車場 
藤野駅周辺第３駐

車場 

設置年月日 平成１３年１０月

１日 平成４年１月１日 平成７年４月１日 

位 置 相模原市緑区小渕

１６８５番地１ 
相模原市緑区小渕

２０１２番地２ 
相模原市緑区小渕

２０２６番地２ 

構 造 鉄骨造平屋建 
鉄骨鉄筋コンクリ  
ート造３階建(１  鉄骨造平屋建 

藤野駅周辺第１駐車場 

相模湖 

吉 野 

藤野駅周辺第２駐車場 

藤野総合事務所 

名 倉 

澤 井 

藤野駅周辺第３駐車場 

日 連 

小 渕 

藤野中学校 

藤野駅 

藤野小学校 



  階部分)  

敷 地 面 積 １，１２４．６１㎡ １３９．００㎡ ２７１．６５㎡ 

延べ床面積 １０４．１７㎡ 
１１５．６８㎡ 

(１階部分) 
５９．４０㎡ 

 



 

 

議案第９４号 

 

相模原市立公民館条例の一部を改正する条例について 

 相模原市立公民館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和元年５月２８日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市立公民館条例の一部を改正する条例 

第１条 相模原市立公民館条例(昭和３９年相模原市条例第５１号)の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条中「関し」を「ついて」に改める。 

別表第１城山公民館の項中「相模原市緑区久保沢１丁目３番１号」を「相模原

市緑区久保沢２丁目２６番１号」に改める。 

別表第２第１号の表城山公民館の部を削る。 

第２条 相模原市立公民館条例の一部を次のように改正する。 

別表第２第１号の表中陽光台公民館の部の次に次のように加える。 

城山公民館 大会議室 ５００円 

中会議室１ ２００円 

中会議室２ ２００円 

中会議室３ ２００円 

小会議室１ １００円 

小会議室２ １００円 

料理実習室 ２００円 

工作室 ２００円 

茶室 １００円 

和室 ４００円 

運動室 ５００円 

講義室 ２００円 

 



 

 

多目的室１ ３００円 

多目的室２ ３００円 

多目的室３ ３００円 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例中第１条の規定は令和元年１２月１日から、第２条の規定は令和２年

３月１日から、次項の規定は公布の日から施行する。 

 (準備行為) 

２ 第２条の規定による改正後の別表第２第１号の表城山公民館の部に定める施設

の利用の承認申請の受付その他必要な準備行為は、同条の規定の施行の日前にお

いても行うことができる。 

 

提案の理由 

城山総合事務所周辺の公共施設再編に伴う城山公民館の位置の変更、利用に係

る使用料の規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものである。 

 



議案第９４号関係資料 

 

案 内 図 

 
 
施設の概要 

区 分 移転前 移転後 

位 置 
相模原市緑区久保沢１丁目３番

１号 

相模原市緑区久保沢２丁目２６

番１号 

構 造 
鉄筋コンクリート造地下１階地

上４階建 

鉄筋コンクリート造３階建 

敷 地 面 積 ５，５１８．４６㎡ ４，０１３．５１㎡ 

延べ床面積 
２，２０５．４４㎡ 

(共用部分を含む。) 

２，８０８．３７㎡ 

久
保
沢(

１)
 

久保沢(２) 

城山公民館(移転前)  

川尻小学校  

川 尻 

原宿(４) 

原宿(５) 

城山総合事務所  

城山公民館(移転後) 

久
保
沢(

１)
 

久保沢(２) 

川 尻 

谷ヶ原(１) 

川尻小学校  

若葉台(１) 

町屋(４) 

相模丘中学校  

原宿(４) 



 



保育室 風除室機械室 公民館事務室

図書室

中庭

倉庫

小会議室１

大会議室

倉庫

機械室 男子便所 女子便所 倉庫
倉庫

更衣室

更衣室湯沸室

書庫

エレベーター

ホール

多目的室１ 中会議室１

１階平面図

多目的便所



女子便所

男子便所

倉庫

倉庫

倉庫

倉庫

倉庫 小会議室２

エレベーター 廊下

休憩室 倉庫

料理実習室

倉庫 倉庫

バルコニー

多目的
便所

機械室

廊下

和室

運動室

中会議室２

工作室

多目的室２

２階平面図

吹抜

吹抜

吹抜

湯沸室



女子便所 男子便所

エレベーター

中会議室３

廊下 湯沸室

機械スペース

録音室

茶室

多目的室３ 講義室

倉庫

３階平面図

コミュニ
ティ室

多目的便所



議案第１０２号  

 

相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例について 

相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する

条例を次のように制定する。 

 

令和元年６月１９日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例 

相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成４年相模原

市条例第１５号)の一部を次のように改正する。 

別表第２の１５の表の備考、２８の表の備考、２９の表の備考及び３２の表の備

考中「第５３条第５項第１号」を「第５３条第６項第１号」に改め、「建築物」の

次に「(耐火建築物に限る。)」を加える。 

   附 則 

この条例は、令和元年６月２５日から施行する。 

 

提案の理由 

建築基準法の一部を改正する法律(平成３０年法律第６７号)による建築基準法

(昭和２５年法律第２０１号)の改正に伴い、橋本３丁目地区ほか３地区の地区整

備計画の区域内における建築物の制限に係る規定を改正いたしたく提案するもの

である。 



議案第１０２号関係資料(その１) 

 

相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の改正の 

概要 

 

１ 改正の内容 

橋本３丁目地区ほか３地区の地区整備計画の区域内における建築物の制限に係

る規定の改正(別表第２関係) 

建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)の改正により、建蔽率の最高限度の緩

和に係る規定において耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有するものとして

建築基準法施行令(昭和２５年政令第３３８号)で定める建築物が新たに追加され

たことに伴い、同法の規定を引用する橋本３丁目地区、小田急相模原駅北口地区、

相模大野駅西側地区及び南台５丁目地区の地区整備計画の区域内における建蔽率

の最高限度の緩和に係る規定について、引き続き耐火建築物のみを対象とするた

めの改正をするもの 

２ 施行期日 

令和元年６月２５日 

 



議案第１０２号関係資料(その２) 

 
 

案 内 図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

橋本３丁目地区 

橋本駅 

旭小学校 

橋本(６) 

橋本(３) 

橋本(２) 

東橋本(１) 

大山町 

橋本(１) 

橋本(４) 

橋本(５) 

西橋本(１) 

橋本図書館 

西
橋
本(

２)
 

旭中学校 

東橋本(２) 

東橋本(３) 

宮上小学校 



  
 
 

案 内 図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小田急相模原駅北口地区 

相模台まちづくりセンター 

小田急相模原駅 

在日米陸軍相模原住宅地区 

松が枝町 

相模台(２) 

相南(４) 

南台(５) 

座間市 

上鶴間 
南台(４) 

南台(３) 

南台(６) 

相南(１) 

相
模
台(

３)
 

南台５丁目地区 



  
 
 

案 内 図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相模大野駅西側地区 

新町中学校 

相模大野駅 

上
鶴
間(

１)
 

相模大野(５) 

相模大野(４) 

相模大野(３) 

相模大野(６) 

相
模
大
野(

８)
 

相模大野(７) 

相模大野(９) 

旭 町 

南区合同庁舎 

相模大野中央公園 
相
模
女
子
大
学 

相模大野図書館 

上鶴間本町(１) 

文
京(

２)
 

東林間(１) 

県立相模原中等教育学校 文京(１) 

深
堀
川 



 

議案第１０３号  

 

相模原市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例について 

 相模原市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例を次のように制定する。 

 

令和元年６月２４日提出 

 

                     相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例 

(趣旨) 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成２４年法律第６５号。以下「法」

という。)第８７条の規定に基づく過料について必要な事項を定めるものとする。 

(過料) 

第２条 次の各号のいずれかに該当する者は、１０万円以下の過料に処する。 

（１）正当な理由なしに、法第１３条第１項(法第３０条の３において準用する場

合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出

若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは

提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しく

は虚偽の答弁をした者 

（２）正当な理由なしに、法第１４条第１項(法第３０条の３において準用する場

合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出

若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは

提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しく

は虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌

避した者 

（３）法第２３条第２項若しくは第４項又は第２４条第２項の規定による支給認定

証の提出又は返還を求められてこれに応じない者 

２ 前項の過料の額は、情状により市長が定める。 

   附 則 

 (施行期日) 



 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

(相模原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を

定める条例の一部改正) 

２ 相模原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を

定める条例(平成３１年相模原市条例第１５号)の一部を次のように改正する。 

  題名及び第１条中「基準等」を「基準」に改める。 

第５条を削る。 

 (相模原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を

定める条例の一部改正に伴う経過措置) 

３ この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

 

提案の理由 

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第７号)による子ど

も・子育て支援法(平成２４年法律第６５号)の改正により子育てを行う家庭の経

済的負担の軽減を図る措置が講じられたことに伴う子育てのための施設等利用給

付に係る規定に違反した者に対する過料その他の同法第８７条の規定に基づく過

料について所要の定めをいたしたく提案するものである。 

 

  

 



 

議案第１０４号  

 

相模原市立児童保育施設条例及び行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について 

 相模原市立児童保育施設条例及び行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和元年６月２４日提出 

 

                     相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立児童保育施設条例及び行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

(相模原市立児童保育施設条例の一部改正) 

第１条 相模原市立児童保育施設条例(平成１７年相模原市条例第９９号)の一部を

次のように改正する。 

  第２条第１号中「第１条各号」を「第１条の５各号」に改める。 

  第５条に次の１項を加える。  

４ 第１項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成２４年法律第６５

号)第３０条の５第３項に規定する施設等利用給付認定保護者及び同条第７項

後段の規定により施設等利用給付認定を受けたものとみなされた者は、その認

定に係る児童が同法第３０条の４第２号及び第３号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する場合は、当該児童に係る保育料を納付することを要しない。 

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正) 

第２条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成２７年相模

原市条例第４１号)の一部を次のように改正する。 



 

  別表第２第１項の表２７の項中「又は地域子ども・子育て支援事業」を「、地

域子ども・子育て支援事業」に改め、「実施」の次に「又は子ども・子育て支援

法の一部を改正する法律(令和元年法律第７号)による同法附則第２条の認定」を

加える。 

第３条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 

  別表第１の７の項を削り、同表８の項中「別表第２第３項の表７の項」を「別

表第２第３項の表６の項」に改め、同項を同表７の項とし、同表中９の項を８の

項とする。 

  別表第２第１項の表２７の項中「の支給、」を「若しくは子育てのための施設

等利用給付の支給又は」に改め、「又は子ども・子育て支援法の一部を改正する

法律(令和元年法律第７号)による同法附則第２条の認定」を削る。 

  別表第２第３項の表中６の項を削り、７の項を６の項とする。 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１）第２条の改正規定 公布の日 

（２）第３条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第１

の改正規定及び同条例別表第２第３項の表の改正規定 令和２年４月１日 

(相模原市立児童保育施設条例の一部改正に伴う経過措置) 

２ 第１条の規定による改正後の相模原市立児童保育施設条例第５条の規定は、こ

の条例の施行の日の属する月分以後の児童保育施設の保育料について適用し、同

月分前までの児童保育施設の保育料については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第７号)による子ど

も・子育て支援法(平成２４年法律第６５号)等の改正により子育てを行う家庭の

経済的負担の軽減を図る措置が講じられたことに伴う児童保育施設の保育料に係



 

る規定の追加並びに個人番号の独自利用事務に係る規定及び庁内連携ができる事

務に係る規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものである。 

  



 

議案第１０４号関係資料 

 

相模原市立児童保育施設条例及び行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）相模原市立児童保育施設条例の一部改正(第１条関係) 

子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること等の認定(以下

「施設等利用給付認定」という。)を受けた保護者は、相模原市立児童保育施

設(以下「児童保育施設」という。)の保育料の納付を要しないこととするもの 

（２）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正(第２

条及び第３条関係) 

ア 個人番号の独自利用事務に係る規定の改正 

子育てのための施設等利用給付の創設に伴い、私立幼稚園の就園奨励に関

する事務を廃止することから、当該事務及び特定個人情報に係る規定を削除

するもの 

  イ 庁内連携ができる事務に係る規定の改正 

  （ア）(イ)に係る事務を庁内連携(市の機関が自ら保有する特定個人情報を個

人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用することをいう。以

下同じ。)ができる事務として追加するまでの間、施設等利用給付認定に

関する事務を庁内連携ができる事務として規定するもの 

（イ）子育てのための施設等利用給付の支給に関する事務を庁内連携ができる

事務として追加するもの 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

 令和元年１０月１日。ただし、次のア及びイに掲げる規定は、それぞれア及

びイに定める日 

ア １(２)イ(ア)に係る規定 公布の日 

イ １(２)アに係る規定 令和２年４月１日 



 

（２）相模原市立児童保育施設条例の一部改正に伴う経過措置 

１(１)に係る規定は、令和元年１０月分以後の児童保育施設の保育料につい

て適用し、同月分前までの児童保育施設の保育料については、なお従前の例に

よることとするもの 

 


